
当
館
で
は
十
一
月
二
日
（
金
）
か
ら
二
十
九
日
（
木
）
に
か
け
て
「
当
館
所
蔵
の

秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
」
展
を
開
催
し
ま
す
。
時
間
は
午
前
十
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
で
す
。
皆
様
、
ど
う
ぞ
御
来
場
く
だ
さ
い
。

江
戸
幕
府
は
全
国
の
主
要
な
大
名
に
命
じ
て
、
国
ご
と
の
地
図
で
あ
る
「
国
絵
図

、
村
ご
と
の
石
高
帳

」

で
あ
る
「
郷
帳

、
そ
し
て
城
郭
と
城
下
町
を
描
い
た
「
城
絵
図
」
を
提
出
さ
せ
ま
し
た
。
全
国
的
規
模
で

」

絵
図
の
組
織
的
収
集
を
行
っ
た
の
は
、
慶
長
・
正
保
・
元
禄
・
天
保
期
の
四
回
に
な
り
ま
す
（

慶
長
の
国

「

絵
図
」
は
西
日
本
諸
国
の
み
が
対
象
で
し
た
が
、
現
存
し
て
い
ま
せ
ん

。
）

幕
府
が
全
国
六
十
八
か
国
す
べ
て
の
国
絵
図
の
収
集
を
行
っ
た
の
は
、
三
代
将
軍
徳
川
家
光
の
と
き
が
最

初
で
し
た
。
寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
年
、
十
二
月
十
六
日
に
正
保
に
改
元
）
九
月
、
家
光
は
老
中
・
大

目
付
な
ど
に
諸
大
名
か
ら
絵
図
等
を
集
め
る
よ
う
に
命
じ
ま
し
た
。
大
目
付
井
上
筑
後
守
政
重
は
全
国
の
主

要
な
大
名
の
江
戸
留
守
居
ら
を
幕
府
評
定
所
に
招
集
し
、
国
ご
と
の
絵
図
元
を
割
り
当
て
ま
し
た
。
出
羽
国

の
絵
図
元
に
は
秋
田
藩
（
二
代
藩
主
佐
竹
義
隆
）
が
指
名
さ
れ
、
家
老
梅
津
外
記
忠
国
・
菅
谷
隼
人
元
世
・

根
本
庄
右
衛
門
通
久
の
三
人
が
藩
主
か
ら
絵
図
作
成
の
担
当
者
と
し
て
命
令
を
受
け
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
完
成
し
た
国
絵
図
二
鋪
は
幕
府
へ
提
出
さ
れ
ま
す
が
、
後
に
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し

、

「

」

か
し
秋
田
藩
江
戸
藩
邸
に
控
え
と
し
て
残
さ
れ
た
一
鋪
は
大
事
に
保
管
さ
れ

こ
れ
が

出
羽
一
国
御
絵
図

と
し
て
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
（
※
寛
文
期
に
再
提
出
し
た
絵
図
の
控
え
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す

。
）

「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
の
箱
書
き
を
見
る
と
「
出
羽
一
国
御
絵
図
は
、
十
代
藩
主
佐
竹
義
厚
の
代
、
文
政

十
年
（
一
八
二
七
）
に
軸
物
に
改
装
さ
れ
た
。
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の
戊
辰
戦
争
の
時
に
秋
田
へ
向
け

て
回
漕
さ
れ
る
が
、
仙
台
藩
領
野
蒜
（
現
・
宮
城
県
東
松
島
市
）
で
鹵
穫
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り

の

び

る

ろ

か

く

宮
城
県
庁
所
蔵
と
な
っ
た
が
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
秋
田
県
に
返
還
さ
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
。
つ

「

」

。（

）

ま
り

出
羽
一
国
御
絵
図

が
今
日
秋
田
に
あ
る
の
は
奇
跡
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
す

伊
藤
成
孝

「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
に
つ
い
て

当
館
は
秋
田
県
指
定
有
形
文
化
財
を
一
、
三
四
四
点
所
蔵
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
よ
り
す
ぐ
り
の
十
八
点

と
、
指
定
の
候
補
と
し
て
あ
げ
て
い
る
秋
田
県
庁
近
代
文
書
群
の
中
か
ら
九
点
を
展
示
し
ま
す
。

今
号
の
「
古
文
書
倶
楽
部
」
で
は
、
展
示
品
の
中
で
最
も
指
定
の
古
い
「
出
羽
一
国
御
絵
図
」
（
昭
和
二
十
七
年
指

定
と
、
最
も
新
し
い
「
日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図
」
（
平
成
十
九
年
指
定
）
を
紹
介
し
ま
す
。

古文書倶楽部 第 号 （ 年 月）19 2007 11

【発行】

秋田県公文書館

古文書班

2007.11

第 号19



▼

「
出
羽
国
」
（
Ａ
二
九
〇
―
一
一
四
―
一
）
の
八
郎
潟
付
近
を
拡
大
し
た
写
真

矢
印
で
示
し
た
丸
の
中
を
見
て
く
だ
さ
い
。
大
河
村
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

川
村
博
忠
氏
（
東
亜
大
学
人
間
科
学
部
教
授
）
は
、
当
館
所
蔵
の
「
日
本
六
十
余
州

国
々
切
絵
図
」
を
、
寛
永
十
年
（
一
六
三
三
）
に
江
戸
幕
府
が
巡
見
使
を
派
遣
し
て
集

め
た
諸
国
の
簡
略
な
国
絵
図
を
寛
文
年
間
（
一
六
六
一
〜
七
三
）
徳
川
御
三
家
が
写
し

（
一
次
的
写
本

、
そ
れ
を
元
禄
十
五
年
（
一
七
〇
二
）
頃
に
岡
山
藩
池
田
家
な
ど
の

）

有
力
大
名
が
写
し
（
二
次
的
写
本

、
さ
ら
に
そ
れ
を
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
し

）

て
い
ま
す
。
ま
た
長
州
藩
毛
利
家
も
秋
田
藩
同
様
、
岡
山
藩
池
田
家
か
ら
写
し
た
と
し

て
い
ま
す
。
元
禄
期
に
御
三
家
の
絵
図
を
岡
山
藩
・
長
州
藩
・
秋
田
藩
が
こ
ぞ
っ
て
写

し
た
の
は
、
こ
の
頃
幕
府
が
全
国
の
主
要
な
大
名
に
国
絵
図
の
作
成
を
命
じ
て
お
り
、

大
名
の
側
で
国
絵
図
作
成
の
た
め
の
資
料
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
す

（

日
本
六
十

。
『
「

余
州
図
」
解
説
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）

六
十
九
枚
の
絵
図
の
う
ち
「
出
羽
国

（
Ａ
二
九
〇
―
一
一
四
―
一
）
を
見
る
と
、

」

現
在
の
八
郎
潟
町
に
大
河
村
が
隣
接
し
て
二
つ
あ
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
池

（

）

（

）

「

」

田
家
史
料

岡
山
大
学
所
蔵

や
毛
利
家
史
料

山
口
県
文
書
館
所
蔵

の

出
羽
国

を
見
る
と
、
同
じ
間
違
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

秋
田
藩
が
作
成
し
て
幕
府
の
巡
見
使
に
提
出

し
た
寛
永
十
年
の
「
出
羽
国
」
絵
図
が
誤
っ
て

記
載
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
低
い
の
で
、
一
次

的
写
本
段
階
の
御
三
家
か
、
二
次
的
写
本
段
階

の
池
田
家
で
誤
写
さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
秋
田
藩
の
絵
師
が
地
元
の
地

名
を
間
違
え
て
描
い
て
い
る
の
は
、
出
羽
秋
田

の
地
理
に
う
と
い
江
戸
藩
邸
の
お
抱
え
絵
師
が

写
し
た
た
め
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
絵
師

た
ち
が
間
違
え
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら

も
、
他
藩
の
絵
図
を
忠
実
に
複
写
す
る
こ
と
を

。

（

）

優
先
し
た
た
め
で
し
ょ
う
か

伊
藤
成
孝

「
日
本
六
十
余
州
国
々
切
絵
図
」
に
つ
い
て
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